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ご加入内容の変更の際には必ずご連絡願います
ご加入後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに代理店・
扱者または引受保険会社にその内容を通知ください。ご通知がない
場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないこ
とがあります。
●ご住所の変更など、加入証に記載された事項の変更
●この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご加入されたとき

事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等（普
通傷害保険 PLAN Ⅱ-Dを除く）
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえ
で、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止　②相手の確認　③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」
0120-2

事 故 は

58-1
いち早く

89
（無料）へ

（普通傷害保険 PLAN Ⅱ-D）保険金をお支払いする場
合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引
受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳し
くご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日
から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げな
かった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社
はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いするこ
とがあります。

（普通傷害保険 PLAN Ⅱ-D）代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険
金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者
の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険
者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」とい
います。詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できること
があります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わ
せください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必
ずご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」
②�上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保

険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または
生計を共にする3親等内の親族」

③�上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する
方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配
偶者（＊）」または「上記②以外の3親等内の親族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。

保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊1）をご提出いただいてか
らその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な
事項の確認（＊2）を終えて保険金をお支払いします。（＊3）

（＊1）�保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いた
だく書類」をご参照ください。代理人請求人が保険金を請求さ
れる場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類
をご提出いただきます。

（＊2）�保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしな
い事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、そ
の他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため
に確認が必要な事項をいいます。

（＊3）�必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結
果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定
等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調
査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約
款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場
合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える
時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。
保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認く
ださい。損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険
金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先し
て弁済を受ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請

求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

保険会社破綻時等の取扱い
●�損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的

で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい
ます。

●�この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用す
る従業員等の数が２０人以下の法人をいいます。）またはマンション
管理組合（以下、「個人等」といいます。）である場合に限り「損害保
険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場
合でも、保険金、解約返れい金等は８０％まで補償されます。ただし、
破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故
による保険金は１００％補償されます。

●�また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が
個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に
係る部分については、上記補償の対象となります。

（普通傷害保険 PLAN Ⅱ-D）経営破綻した場合等の保
険契約者の保護について
・�引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財

産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい
金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりする
ことがあります。

・�損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的
で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい
ます。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損
害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に
発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保
険金は100％補償されます。

■�保険契約者である社会福祉法人 京都府社会福祉協議会・社会福法
人 京都市社会福祉協議会が、三井住友海上火災保険株式会社を引
受保険会社として締結する明細付等契約をご案内しています。
申込人が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまと
めのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保
険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され
保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または申
込人がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料
を保険契約者に返還します。

■�この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっ
ては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更さ
せていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■�お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度
が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院
保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金
のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営
する契約内容登録制度への登録を実施しております。

■�死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被
保険者の法定相続人にお支払いします。

■�死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約等に定めており
ます。

■�普通傷害保険（PLAN Ⅱ-D）で被保険者（補償の対象者）となれる
方の範囲は、社会福祉法人京都府社会福祉協議会の構成員である
社会福祉施設、社会福祉協議会、介護保険サービス事業者、障害福
祉サービス事業者、NPO団体を含む社会福祉事業者の送迎用特定
車両（加入申込票に「車両登録番号」を記載いただいている車両）
に搭乗中の方です。

■�ご加入いただいた後にお届けする加入証は、内容をご確認のうえ、
大切に保管してください。

 ご注意いただきたいこと
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 保険金のご請求時にご提出いただく書類

賠償責任保険金
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。
なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書

（２）�引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認
する書類およびその他これに類する書類（注）

（注）�事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または
費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故
証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告
書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類、診療録、看護記録、事件
簿、業務の対象の登記簿謄本

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類

①�他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求
権者を確認する書類

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療
にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、
住民票、戸籍謄本

②�他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含
みます。）の程度、損害の額および損害賠償請求権者を
確認する書類

修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実
績、自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部（個人）事項証明書

③�①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請
求権者を確認する書類

④�損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額およ
び損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する
損害賠償請求権者の承諾を確認する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの
領収書

⑤�共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を
確認する書類

権利移転証（兼）念書

（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟
費用等の費用が確認できる書類・明細書

（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事
項証明書

②�引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必
要な書類

引受保険会社所定の同意書

③�他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を
確認する書類

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支
給決定通知

④�保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者
資格証明書もしくは代表者事項証明書

約定履行費用保険
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、
事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。

（※１）特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
（※２）�事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書

（２）引受保険会社所定の損害状況調書 引受保険会社所定の損害状況調書

（３）給付対象者と被保険者の関係を証明する書類 従業員や構成員の名簿（写）、参加者や顧客の名簿（写）

（４）給付対象に該当する事由を確認できる書類 災害見舞金規定（写）

（５）�給付対象者に生じた事由が約定における給付対象事由で
あることを証明する書類

給付対象事由に該当していることを証明する書類（例：死亡診断書、死体検案
書、後遺障害診断書、病院または診療所の入通院証明書類、医師の診断書等）

（６）損害の額を確認できる書類 被保険者が給付した費用を証明する書類（給付対象者の領収書、振込証）

（７）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事
項証明書

②�引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必
要な書類

引受保険会社所定の同意書

③�他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を
確認する書類

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支
給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書
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レジャー・サービス施設費用保険
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、
事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。

（※１）特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
（※２）�事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書

（２）引受保険会社所定の事故状況報告書 引受保険会社所定の事故状況報告書

（３）�公の機関（やむを得ない場合には、第三者とします。）の
事故証明書

警察署・消防署の証明書、交通事故証明書

（４）�傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な
書類（被災者対応費用および被災者傷害見舞費用について）

施設の利用申込書、宿帳、来客リスト

（５）被保険者の印鑑証明書 被保険者の印鑑証明書

（６）�被保険者の費用の支出明細書およびその支出を証明する
書類（被災者対応費用について）

支出された被災者対応費用の費用の額が確認できる書類・明細書

（７）�被災者またはその法定相続人の受領証等被災傷害見舞費
用の支払を証明する書類

被災者傷害見舞費用の受領書または振込伝票

（８）�被災者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本

（９）�被災者が後遺障害を被った場合は、後遺障害の程度を証
明する医師の診断書

引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料

（10）�被災者が入院または通院した場合は、傷害の程度を証明
する医師の診断書および入院日数または通院日数を記
載した病院または診療所の証明書類

引受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、治療費の領収書、診療報酬
証明書、調査に関する同意書

（11）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書

②�引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必
要な書類

引受保険会社所定の同意書

③�他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額
を確認する書類

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書

傷害保険金
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に
引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。

（※１）特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
（※２）�事故の内容、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書

（２）�引受保険会社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が
支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を
確認するために必要な書類

引受保険会社所定の同意書（医師や公的機関に照会し説明を求めることに
ついての同意を含みます）、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・
修理業者からの報告書� 等

（３）�被保険者またはその代理人（親権者、代理請求人、相続人
等）の保険金請求であることを確認するための書類

住民票、健康保険証（写）、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業
登記簿謄本、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書� 等

（４）�診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書お
よびその他費用の額を示す書類

引受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、入院（・通院）状況申告書、
診療報酬明細書、治療費の領収書、診療明細書� 等

（５）�公の機関（やむを得ない場合には第三者）等の事故証明書 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等
の事故証明書� 等

（６）死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄
本、除籍謄本� 等

（７）�後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内
容・程度を示す書類

引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料　
その他の後遺障害の内容・程度を示す書類� 等

（８）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 保険契約者備付名簿（写）、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書
（兼事故証明書）� 等

●P25～26の書類はお取り付けいただく書類の一部となります。ご参考としてください。
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重要事項のご説明2019年10月1日以降始期契約用

この書面では施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、医師賠償責任保険、請負業者賠償責任保険に関
する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約（以下「普通保険約款・特約」といいます。）によって定まりま
す。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。

契約概要のご説明

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいま
すようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特
約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

商品の仕組み1

保険の種類 商品の仕組み

施設所有(管理)者賠償
責任保険
請負業者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
受託者賠償責任保険
医師賠償責任保険

賠償責任保険普通保険約款
　＋ 保険法の適用に関する特約
　　 （自動セット）
　　 賠償責任保険追加特約
　　 （自動セット）
　＋ 施設所有（管理）者特別約款
　　 請負業者特別約款
　　 生産物特別約款
　　 受託者特別約款
　＋ 各種特約（自動セット）（任意セット）（注）

（注）�任意セットの特約は必要な場合にセットします。「（2）セットでき
る主な特約」をご参照ください。

引受条件等2

（１）補償内容
①被保険者

保険の種類
被保険者（ご加入いただいた
保険契約で補償を受けられる

方をいいます。）
施設所有(管理)者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
受託者賠償責任保険
医師賠償責任保険
請負業者賠償責任保険

加入申込票（注）の「加入事
業所」欄に記載された方の
みが被保険者となります。

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険
者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特
約でご確認ください。

（注）�引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出す
る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類
がある場合は、これらの書類を含みます。

②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」。
以下「パンフレット」といいます。）の「保険金をお支払いする主
な場合」のページをご参照ください。

③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参
照ください。

④保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページを
ご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を
支払わない場合」等の項目に記載されております。

（２）セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照ください。特約の内
容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせく
ださい。

（３）保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間

保険期間は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入い
ただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票
の「保険期間」欄にてご確認ください。

②補償の開始
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異
なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

③補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

（４）支払限度額等
パンフレットをご参照ください。

保険料の決定の仕組みと払込方法等3

（１）保険料の決定の仕組み
保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によっ
て決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお
問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、パン
フレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。

（注）�申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき
金銭をいいます。

（２）保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。

満期返れい金・契約者配当金4

このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

解約返れい金の有無5

ご加入の脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、保険期間のう
ち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、
始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険
料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報のご説明の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。

注意喚起情報のご説明

ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入され
る前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますの
でご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

クーリングオフ（ご契約のお申込みの撤回等）1

このご契約は、保険期間が１年間以下であることから、クーリングオフ
の対象ではありません。

告知義務・通知義務等2

（１）�ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票の記載上の
注意事項）
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①�申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者
には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知
事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。

②�告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会
社が告知を求めるもので、加入申込票（注）に記載された内容
のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目につ
いて故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や
告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保
険金をお支払いできないことがあります。加入申込票（注）の
記載内容を必ずご確認ください。

特にご注意ください

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既に
ご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、
必ずその内容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットさ
れた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不
明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類
とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等）

①�ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ（事実の発
生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）
ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
○�加入申込票の「※」印がついている項目に記載された

内容に変更が生じる場合
○�ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載

内容に変更が生じる場合
②�ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等

が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会
社までご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇�上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

保険期間および補償の開始・終了時期3

（１）保険期間
保険期間は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入いた
だく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保
険期間」欄にてご確認ください。

（２）補償の開始
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異
なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

（３）補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

保険金をお支払いしない主な場合等4

（１）保険金をお支払いしない主な場合

パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場
合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等
の項目に記載されておりますのでご確認ください。

（２）重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いでき
ないことがあります。
①�保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせ

ることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②�被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おう

としたこと。
③�保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会

的勢力に該当すると認められたこと。
④�上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、

保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

保険料の払込猶予期間等の取扱い5

保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフ
レット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保
険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。

特にご注意ください

解約と解約返れい金6

ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保
険会社までお申出ください。
■�ご加入の脱退（解約）に際

しては、加入時の条件によ
り、保険期間のうち未経過
であった期間の保険料を解
約返れい金として返還しま
す。ただし、解約返れい金
は原則として未経過期間

（右図をご参照ください。）分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間１年・一時払のご契約を始期日から６か月後に解
約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分
よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■�始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保
険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約
を解除することがあります。

保険会社破綻時等の取扱い7

パンフレットをご参照ください。

契約取扱者の権限8

パンフレットをご参照ください。

個人情報の取扱い9

パンフレットをご参照ください。

この保険商品に関するお問合わせは
【代理店・扱者】 株式会社エスアールエム

〒604-8151 �京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 
第１２長谷ビル６Ｆ-Ａ

ＴＥＬ ： 075-255-0883　ＦＡＸ ： 075-255-0882
保険に関するご相談・苦情・お問合わせは

三井住友海上お客さまデスク

０１２０-６３２-２７７（無料）
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。

https://www.ms-ins.com/contact/cc/
事故が起こった場合

遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
２４時間３６５日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

０１２０-２
事故は

５８-１
いち早く

８９（無料）

指定紛争解決機関
引受保険会社 との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決
できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いた
だくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター

０５７０-０２２-８０８
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕

・�受付時間［平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除き
ます）］

・�携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241にお
かけください。

・おかけ間違いにご注意ください。
・�詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧く

ださい。
 （https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html）
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2021年10月1日以降始期契約用

約定履行費用保険（補償制度費用保険）をご契約いただくお客さまへ

重要事項のご説明
※加入申込票への記名・押印〈または署名〉は、この書面の受領印を兼ねています。

この書面では約定履行費用保険（補償制度費用保険）に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明しています。ご加
入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているも
のではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
普通保険約款・特約が事前に必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
＊この書面を、ご加入後にお届けする加入証とあわせて保管してください。

契約概要  保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報  ご加入に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

商品の仕組みおよび引受条件等1

（１）商品の仕組み 契約概要

約定履行費用保険普通保険約款  
+

自動セット特約(注)

+
補償制度費用保険特約

（社会福祉法人　京都府社会福祉協議会用）
（注）�次の特約となります。自動セットされる「サイバーインシデン

ト補償対象外特約」に「サイバーインシデント補償特約」が
あわせて自動セットされることにより、サイバーインシデント
による損害については、他の「保険金をお支払いしない場合」
に該当しない限り補償の対象となります。

・サイバーインシデント補償対象外特約　
・サイバーインシデント補償特約

（２）補償内容
■被保険者 契約概要

加入申込票の「加入事業所」欄に記載された方が被保険者（保
険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様としま
す。）となります。
ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定さ
れる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認
ください。

■保険金をお支払いする主な場合 契約概要  注意喚起情報

被保険者が、偶然な事由が生じたときに、第三者との間であら
かじめ定めている災害見舞金規定等に基づき、見舞金等を給付
することによって被る損害（以下「損害」といいます。）に対して、
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款・特約
によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認
ください。

■お支払いする保険金 契約概要  注意喚起情報

お支払いする保険金は、適用される特約により異なります。詳
細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■保険金をお支払いしない主な場合 契約概要  注意喚起情報

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）
をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細
および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金
を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご
確認ください。

（３）セットできる主な特約 契約概要

この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
（４）支払限度額 契約概要  注意喚起情報

支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金
額（注）および縮小支払割合を設定する場合は、損害の額から加入証
記載の免責金額（注）を差し引いた額に加入証記載の縮小支払割合を
乗じた金額を、加入証記載の支払限度額を限度にお支払いします。

お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額（注）

につきましては、パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「ま
ごころワイド」）をご参照ください。

（注）�免責金額とは、保険金としてお支払いする１事故ごとの損害の
額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

（５）保険期間・補償の開始時期 契約概要  注意喚起情報

■保険期間
保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をい
います。）は原則として１年間です。ただし、ご加入の保険契約の
形態により、１年超の長期契約や１年未満の短期契約となる場合
があります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問
合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間に
つきましては、加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

■補償の開始時期
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異
なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。
保険料（分割払の場合は第１回分割保険料）は、保険料の払込みが
猶予される場合（注）を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。
保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期
日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまで
の間に生じた偶然な事由による損害に対しては保険金をお支払
いしません。

（注）�保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、 
「4.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。

保険料 契約概要2

保険料（注）は、支払限度額・保険金額、保険期間等によって決定されます。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お
客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、加入申込票
の「保険料」欄にてご確認ください。

（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭
をいいます。

保険料の払込方法 契約概要  注意喚起情報3

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報4

保険料は、パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワ
イド」）記載の方法により払込みください。パンフレット本文（福祉事
業者総合補償制度「まごころワイド」）記載の方法により保険料を払
込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご
契約を解除する場合があります。

特にご注意ください

満期返れい金・契約者配当金 契約概要5

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

ご加入前におけるご確認事項
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告知義務（加入申込票の記載上の注意事項）注意喚起情報1

申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項
について事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代理
店・扱者には告知受領権があります（代理店・扱者に対して告知い
ただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（注）に記載された内容のうち、※印がついている項目は
危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、ま
たは事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支
払いできないことがありますので、加入申込票（注）の記載内容を必
ずご確認ください。

（注）�引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する
書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある
場合は、これらの書類を含みます。

特にご注意ください

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご
加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必
ずその内容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットさ
れた特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場
合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類ととも
に、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）注意喚起情報2

この保険は、クーリングオフの対象ではありません。

その他3

■保険料算出のための確認資料
ご加入の際に、保険料を算出するために必要な資料を引受保険会社
にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社ま
でお問合わせください。

ご加入時におけるご注意事項

ご加入後にご連絡いただくべき事項（通知義務等）
注意喚起情報

1

ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらか
じめ（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合
は遅滞なく）代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがありますので、十分ご注意ください。
○�加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更

が生じる場合
○�ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に

変更が生じる場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内
容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引
受保険会社にご通知ください。
◇ご住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

解約と解約返れい金 契約概要  注意喚起情報2

ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速や
かにお申出ください。
■�解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約

返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原
則として未経過期間（右図をご参照ください。）分よりも少なくな
ります。

たとえば、保険期間１年・一
時払のご契約を始期日から
６か月後に解約した場合、
解約返れい金は払い込ん
でいただいた保険料の半
分よりも少なくなります。
詳細は普通保険約款・特約
でご確認ください。

■�ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日また
は満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について
追加のご請求をさせていただくことがあります。
追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込
んでいただく必要があります。

失効について 注意喚起情報3

この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

加入証の確認・保管4

ご加入いただいた後にお届けする加入証は、内容をご確認のうえ、大
切に保管してください。またご契約手続から１か月を経過しても加入
証が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。

保険契約に関する調査5

保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。こ
の調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあり
ます。

ご加入後におけるご注意事項

契約取扱者の権限 注意喚起情報1

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報2

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

個人情報の取扱いについて 注意喚起情報3

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

ご契約条件について4

著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱
する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間
終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくこと
があります。あらかじめご了承ください。

00 重大事由による解除5

次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできな
いことがあります。
①�引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じ

させ、または生じさせようとしたこと。
②�保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③�暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④�上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険

契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

事故が発生した場合の手続6

①事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

その他ご留意いただきたいこと
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2021年10月1日以降始期契約用

レジャー・サービス施設費用保険をご契約いただくお客さまへ

重要事項のご説明
※加入申込票への記名・押印〈または署名〉は、この書面の受領印を兼ねています。

この書面ではレジャー･サービス施設費用保険に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明しています。ご加入前に
必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているも
のではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
普通保険約款・特約が事前に必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
＊この書面を、ご加入後にお届けする加入証とあわせて保管してください。

契約概要  保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報  ご加入に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

商品の仕組みおよび引受条件等1

（１）商品の仕組み 契約概要

レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款
+

自動セット特約(注)

+
傷害見舞費用追加補償特約
災害広告費用補償対象外特約
食中毒補償対象外特約

保険金の支払額に関する特約
（社会福祉法人 京都府社会福
祉協議会用）

（注）�次の特約となります。自動セットされる「サイバーインシデン
ト補償対象外特約」に「サイバーインシデント補償特約」が
あわせて自動セットされることにより、サイバーインシデント
による損害については、他の「保険金をお支払いしない場合」
に該当しない限り補償の対象となります。

・サイバーインシデント補償対象外特約
・サイバーインシデント補償特約

（２）補償内容
■被保険者 契約概要

加入申込票の「加入事業所」欄に記載された方が被保険者（保
険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様としま
す。）となります。
ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定さ
れる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認
ください。

■保険金をお支払いする主な場合 契約概要  注意喚起情報

次のいずれかに該当する事故が発生したために、被保険者が事
故への対応のために要する費用を負担することによって被る損

害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次の①～⑤まで
の事故については、被保険者の所有、使用または管理するレ
ジャー･サービス施設内の建物、工作物等がこれらの事由によ
り損害を受けた場合に限ります。
①火災、②落雷、③破裂または爆発、④台風、旋風、暴風、暴風雨
等の風災、雹（ひょう）災、豪雪、雪崩（なだれ）等の雪災または
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等
の水災、⑤対象施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突また
は倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵（さじん）、粉塵（ふんじん）、
煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来を除きます。
保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりま
すので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■お支払いする保険金 契約概要  注意喚起情報

お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは
次のとおりです。ただし、適用される特約によりその他の保険
金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特
約をご確認ください。

災
害
対
応
費
用

①�被災者対応
費用

利用者が事故によって身体に傷害を被り、
その直接の結果として死亡した場合また
は医師の治療を受けた場合に、被保険者が
その利用者に対して負担した費用（利用者
の親族の現地訪問費用、被保険者の役員・
使用人を派遣する費用、通信費用　等）

②�被災者傷害
見舞費用

利用者が事故によって身体に傷害を被り、そ
の直接の結果として死亡した場合または医師
の治療を受けた場合に、被保険者がその利用
者またはその利用者の法定相続人に対して
慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用

ご加入前におけるご確認事項

この保険商品に関するお問合わせは
【代理店・扱者】 株式会社エスアールエム

〒604-8151 �京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 
第１２長谷ビル６Ｆ-Ａ

ＴＥＬ ： 075-255-0883　ＦＡＸ ： 075-255-0882
保険に関するご相談・苦情・お問合わせは

三井住友海上お客さまデスク

０１２０-６３２-２７７（無料）
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。

https://www.ms-ins.com/contact/cc/
事故が起こった場合

遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
２４時間３６５日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

０１２０-２
事故は

５８-１
いち早く

８９（無料）

指定紛争解決機関
引受保険会社 との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決
できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いた
だくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター

０５７０-０２２-８０８
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕

・�受付時間［平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除き
ます）］

・�携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241にお
かけください。

・おかけ間違いにご注意ください。
・�詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧く

ださい。
 （https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html）
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特約に別の規定がある場合を除き、上記①～②の保険金につ
いては加入証、普通保険約款または特約に記載の支払限度額
を限度とします。

■保険金をお支払いしない主な場合 契約概要  注意喚起情報

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）
をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細
および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金
を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご
確認ください。

（３）セットできる主な特約 契約概要

この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
（４）支払限度額・支払限度基礎額 契約概要

支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。
支払限度基礎額とは、１事故あたりの支払限度額を定めるための
基礎となる額をいいます。お客さまが実際にご加入いただく支払
限度額・支払限度基礎額につきましては、パンフレット本文（福祉
事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご参照ください。

（５）保険期間・補償の開始時期 契約概要  注意喚起情報

■保険期間
保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をい
います。）は原則として１年間です。また、１年超の長期契約や１
年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者
または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際
にご加入いただく保険期間につきましては、加入申込票の「保
険期間」欄にてご確認ください。

■補償の開始時期
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異な
る時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。
保険料（分割払の場合は第１回分割保険料）は、保険料の払込みが
猶予される場合（注）を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。
保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日
から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの
間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。

（注）�保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、 
「4.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。

保険料 契約概要2

保険料（注）は、対象とする施設、支払限度額・支払限度基礎額、保険期
間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社
までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）

につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
（注）�申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭

をいいます。

保険料の払込方法 契約概要  注意喚起情報3

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

【ご加入時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または引受保険
会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、
保険金をお支払いしません。

保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報4

保険料は、パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワ
イド」）記載の方法により払込みください。パンフレット本文（福祉事
業者総合補償制度「まごころワイド」）記載の方法により保険料を払
込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご
契約を解除する場合があります。

特にご注意ください

満期返れい金・契約者配当金 契約概要5

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

告知義務（加入申込票の記載上の注意事項）注意喚起情報1

申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項
について事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代理
店・扱者には告知受領権があります（代理店・扱者に対して告知い
ただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（注）に記載された内容のうち、※印がついている項目は
危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、ま
たは事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支
払いできないことがありますので、加入申込票（注）の記載内容を必
ずご確認ください。

（注）�引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する
書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある
場合は、これらの書類を含みます。

特にご注意ください

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご
加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必
ずその内容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットさ
れた特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場
合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類ととも
に、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）注意喚起情報2

この保険は、クーリングオフの対象ではありません。

その他3

■保険料算出のための確認資料
ご加入の際に、保険料を算出するために必要な資料を引受保険会社
にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社ま
でお問合わせください。

ご加入時におけるご注意事項

ご加入後にご連絡いただくべき事項（通知義務等）
注意喚起情報

1

ご加入後、次に該当する事実が発生した場合にはあらかじめ（事実
の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞な
く）代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがありますので、十分ご注意ください。
○�加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更

が生じる場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内
容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引
受保険会社にご通知ください。
◇ご住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

解約と解約返れい金 契約概要  注意喚起情報2

ご契約を解約される場合は、代
理店・扱者または引受保険会
社に速やかにお申出ください。
■�解約の条件によって、解約

日から満期日までの期間に
応じて、解約返れい金を返
還させていただきます。た
だし、解約返れい金は原則
として未経過期間（右図をご参照ください。）分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間１年・一時払のご契約を始期日から６か月後に解
約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分
よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■�ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または
満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加
のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせてい
ただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

ご加入後におけるご注意事項

32



重
要
事
項
の
ご
説
明

賠
償
責
任
補
償
制
度

ま
ご
こ
ろ
ワ
イ
ド
の
特
色

傷
害
見
舞
金
補
償
制
度

企
業
実
習
者
補
償
制
度

ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

重
要
事
項
の
ご
説
明

賠
償
責
任
補
償
制
度

ま
ご
こ
ろ
ワ
イ
ド
の
特
色

傷
害
見
舞
金
補
償
制
度

企
業
実
習
者
補
償
制
度

ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

契約取扱者の権限 注意喚起情報1

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報2

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

個人情報の取扱いについて 注意喚起情報3

パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

ご契約条件について4

著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱
する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間
終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくこと

があります。あらかじめご了承ください。

00 重大事由による解除5

次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできな
いことがあります。
①�引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じ

させ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④�上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険

契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

事故が発生した場合の手続6

①事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
パンフレット本文（福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」）をご
参照ください。

その他ご留意いただきたいこと

失効について 注意喚起情報3

この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

加入証の確認・保管4

ご加入いただいた後にお届けする加入証は、内容をご確認のうえ、大
切に保管してください。またご契約手続から１か月を経過しても加入
証が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。

保険契約に関する調査5

保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この
調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。

この保険商品に関するお問合わせは
【代理店・扱者】 株式会社エスアールエム

〒604-8151 �京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 
第１２長谷ビル６Ｆ-Ａ

ＴＥＬ ： 075-255-0883　ＦＡＸ ： 075-255-0882
保険に関するご相談・苦情・お問合わせは

三井住友海上お客さまデスク

０１２０-６３２-２７７（無料）
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。

https://www.ms-ins.com/contact/cc/
事故が起こった場合

遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
２４時間３６５日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

０１２０-２
事故は

５８-１
いち早く

８９（無料）

指定紛争解決機関
引受保険会社 との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決
できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いた
だくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター

０５７０-０２２-８０８
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕

・�受付時間［平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除き
ます）］

・�携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241にお
かけください。

・おかけ間違いにご注意ください。
・�詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧く

ださい。
 （https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html）
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この保険商品に関するお問合わせは
【代理店・扱者】 株式会社エスアールエム

〒６０４－８１５１ �京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２７ 
第１２長谷ビル６Ｆ－Ａ

ＴＥＬ ： ０７５-２５５-０８８３　ＦＡＸ ： ０７５-２５５-０８８２
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは

下記にご連絡ください。
「三井住友海上お客さまデスク」

０１２０-６３２-２７７（無料）
「チャットサポートなどの各種サービス」

こちらからアクセスできます。
https://www.ms-ins.com/contact/cc/

万一、事故が起こった場合は
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。

２４時間３６５日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

０１２０-２
事故は

５８-１
いち早く

８９（無料）

指定紛争解決機関 
引受保険会社 との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決
できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いた
だくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター

０５７０-０２２-８０８
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕

・�受付時間[平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除き
ます）]

・�携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241にお
かけください。

・おかけ間違いにご注意ください。
・�詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧く

ださい。
 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

注意喚起情報

交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約付普通傷害保険を
ご加入いただくお客さまへ

重要事項のご説明
契約概要のご説明（交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約付普通傷害保険）

●�ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くだ
さいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●�この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約

によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●�代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代

理業務を行っております。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契
約されたものとなります。

商品の仕組みおよび引受条件等1

（１）商品の仕組み
この保険は、被保険者（補償の対象者）が送迎用特定車両に搭乗
中の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。概
要、被保険者の範囲は次のとおりです。

特約名 概　要 被保険者の範囲
交通乗用具搭
乗中の傷害危
険補償特約

交通乗用具を特定し、その交
通乗用具に搭乗中の方を被保
険者とする無記名式契約です。

特定された交通乗
用具に搭乗してい
る方

（２）補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレット（Ｐ20～21）のとおり
です。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
①�保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額

パンフレット（Ｐ20～21）をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）

パンフレット（Ｐ20～21）をご参照ください。なお、詳細は普通
保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載さ
れておりますのでご確認ください。

（３）セットできる主な特約およびその概要
パンフレット（Ｐ20～21）をご参照ください。特約の内容の詳細は
普通保険約款・特約をご確認ください。なお、ご不明な点について
は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

（４）保険期間
この保険の保険期間は１年間です。お客さまが実際にご加入いた
だく保険期間については、加入申込票の保険期間欄およびパンフ
レット（Ｐ1）にてご確認ください。

（５）引受条件
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パン
フレット（Ｐ19）の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認く

ださい。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わ
せください。

保険料2

保険料は保険金額・ご加入いただいた特定車両の法定乗車定員数等
によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につ
きましては加入申込票の合計保険料欄およびパンフレット（Ｐ19）にて
ご確認ください。

保険料の払込方法について3

パンフレット（Ｐ3）をご参照ください。

満期返れい金・契約者配当金4

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

解約返れい金の有無5

ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の
払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報のご説明 の「7 解約と解約返れい金」をご参照ください。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
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注意喚起情報のご説明（交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約付普通傷害保険）

●�ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加
入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●�この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約

によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●�代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代

理業務を行っております。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契
約されたものとなります。

クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）1
この保険は保険期間が１年以下であることからクーリングオフの対象
となりません。

告知義務・通知義務等2
（１）�告知義務（ご加入時にお申出いただく事項）

■�申込人には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があり
ます。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に
知らせる義務のことです。

■�告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告
知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印
がついている項目のことです。
この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかっ
た場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、
保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内
容を必ずご確認ください。

【告知事項】
①被保険者数
②車両登録番号
③他の保険契約等（＊）に関する情報
（＊）�同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活

補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を
含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、
生命保険契約等を含みます。

（２）その他の注意事項
■�ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店・扱者または

引受保険会社へご通知ください。特に次に掲げる変更について
ご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については
保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

・特定された交通乗用具が変更になる場合
■�同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去３年以内に合

計して５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場
合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入し
てください。

（＊）�｢同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合
生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険
を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契
約等を含みます。

■保険金受取人について

保
険
金
受
取
人

死亡保険金

・�死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定
めなかった場合には、被保険者の法定相続
人にお支払いします。

（注）�交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約
については、死亡保険金受取人を法定相
続人以外の方に定めることはできません。

上記以外 ・普通保険約款・特約に定めております。
■�ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご

通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重
要なお知らせやご案内ができないことになります。

■�被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれか
に該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約（＊）

の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの
保険契約（＊）を解約しなければなりません。
①�この保険契約（＊）の被保険者となることについて、同意してい

なかった場合
②�保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれか

に該当する行為があった場合
・ �引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ

等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・ �保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③�保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、
その他の反社会的勢力に該当する場合

④�他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著し
く過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされる
おそれがあること。

⑤�②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保
険契約（＊）の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合

⑥�保険契約者と被保険者との間の関係の終了等により、この保
険契約（＊）の被保険者となることについて同意した事情に著
しい変更があった場合�

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めるこ
とができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提
出が必要となります。

（＊）保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。

補償の開始時期3
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、パンフレット（Ｐ3）
記載の方法により払込みください。パンフレット（Ｐ3）記載の方法によ
り保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっ
ても、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等4
（１）保険金をお支払いしない主な場合

パンフレット（Ｐ20～21）をご参照ください。なお、保険金を支払
わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない
場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

（２）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いで
きないことがあります。
①�引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等

を発生させ、または発生させようとしたこと。
②�保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③�暴力団関係者､その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④�他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく

過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ
れがあること。

⑤�上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、
保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

保険料の払込猶予期間等の取扱い5
保険料は、パンフレット（Ｐ3）記載の方法により払込みください。パン
フレット（Ｐ3）記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、
保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させ
ていただくことがあります。

失効について6
ご加入後に被保険者になるべき者全員が死亡された場合には、この保険
契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しな
い事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。

解約と解約返れい金7
ご加入を中途で脱退（解約）
される場合は、代理店・扱者ま
たは引受保険会社に速やかに
お申出ください。
・ �脱退（解約）日から満期日まで

の期間に応じて、解約返れい
金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原
則として未経過期間分より
も少なくなります。

保険会社破綻時等の取扱い8
パンフレット（Ｐ24）をご参照ください。

個人情報の取扱いについて9
パンフレット（Ｐ36）をご参照ください。

「この保険商品に関するお問合わせ」「三井住友海上へのご相談・苦
情・お問合わせ」「万一、事故が起こった場合は」「指定紛争解決機関」
については、パンフレット（Ｐ34）をご参照ください。
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よくあるご質問

介護職員が行う「たんの吸引」についてはどのプランで補償されますか？Q1
A 「社会福祉士及び介護福祉士法」に定める認定特定行為業務従事者が行う喀痰吸引・経管栄養による事故に対

する損害賠償については、施設内で行うものについてはPLAN Ⅰ-Ａ、訪問介護など在宅の利用者に対して行わ
れるものについてはPLAN Ⅰ-Ｂで補償されます。

保険料を算出するときに使う、施設の「専有延床面積」は、どこまでの広さをいうのですか？Q2
A 「専有延床面積」とは、対象事業で使用する部屋の合計面積です。敷地駐車場の面積は含みません。
「専有延床面積」とは、あくまでも対象事業において使用する部屋の合計面積のことです。例えば、居室、食堂、作業室、集
会所などがそれにあたります。事務室、倉庫、玄関などは含まれませんので、保険料を計算する際は注意してください。

PLAN Ⅱ-Ｂ登録利用者の傷害見舞金補償制度で、登録利用者数が増えた場合の手続きの方法は？Q4
A 「まごころワイド」加入申込票に、増加分の人数のみを記入し、増加人数分の保険料をお支払のうえ、お申込みください。
〈計算例〉 通所型登録利用者が７月1日から５名増加した場合
　　　　 ５人 × ２4０円 × ９／１２ ＝ 90０円

配食サービスとして、お弁当を年間に1000食作っています。サービスを行っているボランティアは、
全員ボランティア保険に加入しているのですが、「まごころワイド」に加入する必要はありますか？Q3
A 配食サービス事業として、事業所の賠償責任補償制度の加入が必要です。

ボランティア保険は、あくまでも加入しているボランティア個人の保険です。例えば、提供したお弁当により食中
毒が発生した場合、一個人としての責任ではなく、事業所としての賠償義務が発生します。そのためにも、「まご
ころワイド」の賠償責任補償制度の加入は必要です。

PLAN Ⅱ-Ｃ施設来館者の傷害見舞金補償制度に加入して、自由参加型の介護予防のためのサロンを開催します。
３箇所の公民館で行う場合の申込方法はどうしたらいいですか？Q5
A 加入申込票の保険対象施設住所欄に、３箇所の開催場所の住所を記入してください。

PLAN Ⅱ-Ｃ施設来館者の傷害見舞金補償制度は、１箇所につき１プランのお申込が必要ですので、３箇所で行う
場合は、保険料は３箇所分必要です。

ヘルパー職員が利用者宅で家事援助をしていた際、誤って利用者宅の掃除機を壊してしまいました。
このような場合、新しい掃除機を買い換えるための代金は、全額保険から支払ってもらえるのですか？Q7
A 損害額に応じた金額をお支払いします。

業務上の過失等により、第三者の物を壊してしまった場合、その「損害額」によってお支払いする保険金が変わっ
てきます。損害額の考え方としては、「壊された物を事故直前の状態に戻すための費用（修理額）」と「壊された物
の事故時点の時価」があり、この二つのうちどちらか低い方が損害額となります。なお、第三者の物を壊してしま
うなどの対物事故が発生した場合は、損害物の写真または現物の提出が必要となります。事故が起こった際は、
必ず写真を撮っておくようにしてください。

デイサービスの送迎中交通事故を起こしました。車中の利用者がドアガラスで頭部打撲のケガをしました。
登録利用者の傷害見舞金補償制度（PLAN Ⅱ-Ｂ）で補償されますか？Q8
A 利用者のケガに対して、傷害見舞金補償制度でお支払いできます。

PLAN Ⅱ-Dに加入している場合、このプランでも補償されます。
なお、自動車使用に起因する賠償責任は自動車保険で補償することになります。

ショートステイ利用者のメガネと入歯をお預かりしていたのですが、施設内で紛失してしまいました。
買い替え金は保険で補償されますか？Q9
A 損害額に応じた金額をお支払いします。（上記Q7のAをご参照ください。）

ただし、施設で保管中の事故になりますので、免責5,000円を負担していただくことになります。

入所型事業にて入浴介助をしているとき、ふとその場を離れた際に利用者がお風呂で転倒し骨折してし
まいました。 保険でどこまで補償していただけますか？Q10
A 傷害見舞金補償制度でお支払いできます。賠償責任補償制度にご加入の場合、職員（施設）の管理下によるミス

と認められる場合には、対人賠償事故として受付、治療費等の賠償金のお支払いができます。

補償内容について

事故が起こった場合、事故報告はいつすればよいですか？Q6
A 事故が起こったら、事故発生日から30日以内に「事故報告書（兼）証明書」をご提出ください。

事故が起こった場合は、「事故報告書（兼）証明書」に必要事項をご記入のうえ、事故発生日から30日以内に原本
を株式会社エスアールエムまで送付してください。なお「事故報告書（兼）証明書」には、事故証明者（契約者）の
署名・押印が必要となります。記載漏れのない様ご注意ください。
※事故の日から30日以内にご連絡がない場合には、保険金をお支払いできなくなることがありますので、ご注意ください。

事故時について
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 ご加入内容確認事項

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であ
ること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の
各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

1 �保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。

●保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）
●保険金額（ご契約金額）
●保険期間（保険のご契約期間）
●保険料・保険料払込方法

2 �加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？

 事故発生時について

保険金をお支払いする場合に該当したときは、事故報告書（兼）証明書（代理店・扱者指定用紙）を作成し、原本および附属書類
を「まごころワイド」代理店・扱者 株式会社エスアールエムまでご送付ください。

（注）事故証明は、加入団体の代表者が行ってください。
（注）加入時において、名簿備え付け対象となっている被保険者については、登録名簿（抜粋）を添付してください。

書類の送付先  〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル6F-A
株式会社エスアールエム「福祉の保険」係 宛

「事故報告書（兼）証明書」　用紙の印刷・作成　https://srm.moushikomi.jp/

事故時のお問い合わせはこちらまで  「福祉の保険」専用ダイヤル

☎075-255-0883（平日 9:00～18:00）
FAX 075-255-0882

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびМ
Ｓ&ＡＤインシュアランス　グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご
提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用するこ
とがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要
と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機
関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。
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よくあるご質問

介護職員が行う「たんの吸引」についてはどのプランで補償されますか？Q1
A 「社会福祉士及び介護福祉士法」に定める認定特定行為業務従事者が行う喀痰吸引・経管栄養による事故に対

する損害賠償については、施設内で行うものについてはPLAN Ⅰ-Ａ、訪問介護など在宅の利用者に対して行わ
れるものについてはPLAN Ⅰ-Ｂで補償されます。

保険料を算出するときに使う、施設の「専有延床面積」は、どこまでの広さをいうのですか？Q2
A 「専有延床面積」とは、対象事業で使用する部屋の合計面積です。敷地駐車場の面積は含みません。
「専有延床面積」とは、あくまでも対象事業において使用する部屋の合計面積のことです。例えば、居室、食堂、作業室、集
会所などがそれにあたります。事務室、倉庫、玄関などは含まれませんので、保険料を計算する際は注意してください。

PLAN Ⅱ-Ｂ登録利用者の傷害見舞金補償制度で、登録利用者数が増えた場合の手続きの方法は？Q4
A 「まごころワイド」加入申込票に、増加分の人数のみを記入し、増加人数分の保険料をお支払のうえ、お申込みください。
〈計算例〉 通所型登録利用者が７月1日から５名増加した場合
　　　　 ５人 × ２4０円 × ９／１２ ＝ 90０円

配食サービスとして、お弁当を年間に1000食作っています。サービスを行っているボランティアは、
全員ボランティア保険に加入しているのですが、「まごころワイド」に加入する必要はありますか？Q3
A 配食サービス事業として、事業所の賠償責任補償制度の加入が必要です。

ボランティア保険は、あくまでも加入しているボランティア個人の保険です。例えば、提供したお弁当により食中
毒が発生した場合、一個人としての責任ではなく、事業所としての賠償義務が発生します。そのためにも、「まご
ころワイド」の賠償責任補償制度の加入は必要です。

PLAN Ⅱ-Ｃ施設来館者の傷害見舞金補償制度に加入して、自由参加型の介護予防のためのサロンを開催します。
３箇所の公民館で行う場合の申込方法はどうしたらいいですか？Q5
A 加入申込票の保険対象施設住所欄に、３箇所の開催場所の住所を記入してください。

PLAN Ⅱ-Ｃ施設来館者の傷害見舞金補償制度は、１箇所につき１プランのお申込が必要ですので、３箇所で行う
場合は、保険料は３箇所分必要です。

ヘルパー職員が利用者宅で家事援助をしていた際、誤って利用者宅の掃除機を壊してしまいました。
このような場合、新しい掃除機を買い換えるための代金は、全額保険から支払ってもらえるのですか？Q7
A 損害額に応じた金額をお支払いします。

業務上の過失等により、第三者の物を壊してしまった場合、その「損害額」によってお支払いする保険金が変わっ
てきます。損害額の考え方としては、「壊された物を事故直前の状態に戻すための費用（修理額）」と「壊された物
の事故時点の時価」があり、この二つのうちどちらか低い方が損害額となります。なお、第三者の物を壊してしま
うなどの対物事故が発生した場合は、損害物の写真または現物の提出が必要となります。事故が起こった際は、
必ず写真を撮っておくようにしてください。

デイサービスの送迎中交通事故を起こしました。車中の利用者がドアガラスで頭部打撲のケガをしました。
登録利用者の傷害見舞金補償制度（PLAN Ⅱ-Ｂ）で補償されますか？Q8
A 利用者のケガに対して、傷害見舞金補償制度でお支払いできます。

PLAN Ⅱ-Dに加入している場合、このプランでも補償されます。
なお、自動車使用に起因する賠償責任は自動車保険で補償することになります。

ショートステイ利用者のメガネと入歯をお預かりしていたのですが、施設内で紛失してしまいました。
買い替え金は保険で補償されますか？Q9
A 損害額に応じた金額をお支払いします。（上記Q7のAをご参照ください。）

ただし、施設で保管中の事故になりますので、免責5,000円を負担していただくことになります。

入所型事業にて入浴介助をしているとき、ふとその場を離れた際に利用者がお風呂で転倒し骨折してし
まいました。 保険でどこまで補償していただけますか？Q10
A 傷害見舞金補償制度でお支払いできます。賠償責任補償制度にご加入の場合、職員（施設）の管理下によるミス

と認められる場合には、対人賠償事故として受付、治療費等の賠償金のお支払いができます。

補償内容について

事故が起こった場合、事故報告はいつすればよいですか？Q6
A 事故が起こったら、事故発生日から30日以内に「事故報告書（兼）証明書」をご提出ください。

事故が起こった場合は、「事故報告書（兼）証明書」に必要事項をご記入のうえ、事故発生日から30日以内に原本
を株式会社エスアールエムまで送付してください。なお「事故報告書（兼）証明書」には、事故証明者（契約者）の
署名・押印が必要となります。記載漏れのない様ご注意ください。
※事故の日から30日以内にご連絡がない場合には、保険金をお支払いできなくなることがありますので、ご注意ください。

事故時について
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「まごころワイド」事故報告書（兼）証明書
時
故
事

先
絡
連 代理店･扱者（　）

TEL:075-255-0883
FAX:075-255-0882三井住友海上火災保険株式会社　御中

事故日時
事故発生場所

状　況

警察への届出
事故状況

被 保 険 者
■傷害事故
　　　の受傷者
■賠償事故
　　　の加害者

年　　　月　　　日（　　 曜日）　 ２０ □午前 /□午後　　 　時　　 　分頃
住所

□無し　□有り（ 警察署）

□施設内　□訪問先　□職務遂行中　□給食及び配食中　□移送中
□サービス利用中 □その他（

（できるだけ詳しくご記入ください）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒　　 －

□男性
□女性 年　　 月　　 日（　　才）

（ ）

住所

法人名／
団体名

電話

代表者
氏名

〒　　　－ （ ）

印事故証明者
契約者

20 　　年　　月　　日　上記事故は事実に相違ありません。

）

□健保　□国保　□労災　□自費　□その他 □通院  日 / □入院　　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位
及び形態

治療費 治療見込日数

　受診
医療機関

□打撲　□キリキズ　□スリキズ　□断裂　□捻挫　□脱臼
□骨折（単純） □骨折（複雑） □火傷　□その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒　　　－

（ ）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒　　 －

□男性
□女性 年　　 月　　 日（　　才）

（ ）

被害者

□健保　□国保　□労災　□自費　□その他 □通院  日 / □入院　　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療費 治療見込日数

受診
医療
機関

被害物

修理
業者

□打撲　□キリキズ　□スリキズ　□断裂　□捻挫　□脱臼
□骨折（単純） □骨折（複雑） □火傷　□その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒　　 －

（ ）

話
電 （ ）

対　

人

対 

物
被害程度 被害物の

購入年月 2 0     年　　　月

□契約団体　□活動従事者　□登録利用者
□自由来館者　□移送サービス利用者登録番号 被保険者被保険者の

保険加入状況

天気

い
さ
だ
く
入
記
ご
に
か
ら
ち
ど
の
金
険
保
る
す
当
該

対人賠償の場合は、利用者状況を
ご記入ください。また、個別援助計画
書、介護記録等をご提出ください。 その他 既往症など：

https://srm
-net.co.jp）

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を

※

介護度： 障害区分：
認知症：有・無

「まごころワイド」事故報告書（兼）証明書
時
故
事

先
絡
連 代理店･扱者（ ）

TEL:075-255-0883
FAX:075-255-0882三井住友海上火災保険株式会社　御中

事故日時
事故発生場所

状 況

警察への届出
事故状況

被 保 険 者
■傷害事故
　　　の受傷者
■賠償事故
　　　の加害者

年　 月 日（　　曜日）２０ □午前 /□午後　　 　時　　 　分頃
住所

□無し　□有り（ 警察署）

□施設内　□訪問先　□職務遂行中　□給食及び配食中　□移送中
□サービス利用中 □その他（

（できるだけ詳しくご記入ください）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

住所

法人名／
団体名

電話

代表者
氏名

〒 － （ ）

印事故証明者
契約者

20 　　年　　月　　日　上記事故は事実に相違ありません。

）

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位
及び形態

治療費 治療見込日数

受診
医療機関

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

被害者

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療費 治療見込日数

受診
医療
機関

被害物

修理
業者

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

話
電 （ ）

対

人

対
物

被害程度 被害物の
購入年月 2 0    年 月

□契約団体　□活動従事者　□登録利用者
□自由来館者　□移送サービス利用者登録番号 被保険者被保険者の

保険加入状況

天気

い
さ
だ
く
入
記
ご
に
か
ら
ち
ど
の
金
険
保
る
す
当
該

対人賠償の場合は、利用者状況を
ご記入ください。また、個別援助計画
書、介護記録等をご提出ください。 その他 既往症など：

https://srm
-net.co.jp）

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を

※

介護度： 障害区分：
認知症：有・無

「まごころワイド」事故報告書（兼）証明書
時
故
事

先
絡
連 代理店･扱者（ ）

TEL:075-255-0883
FAX:075-255-0882三井住友海上火災保険株式会社　御中

事故日時
事故発生場所

状 況

警察への届出
事故状況

被 保 険 者
■傷害事故
　　　の受傷者
■賠償事故
　　　の加害者

年　 月 日（　　曜日）２０ □午前 /□午後　　 　時　　 　分頃
住所

□無し　□有り（ 警察署）

□施設内　□訪問先　□職務遂行中　□給食及び配食中　□移送中
□サービス利用中 □その他（

（できるだけ詳しくご記入ください）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

住所

法人名／
団体名

電話

代表者
氏名

〒 － （ ）

印事故証明者
契約者

20 　　年　　月　　日　上記事故は事実に相違ありません。

）

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位
及び形態

治療費 治療見込日数

受診
医療機関

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

被害者

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療費 治療見込日数

受診
医療
機関

被害物

修理
業者

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

話
電 （ ）

対

人

対
物

被害程度 被害物の
購入年月 2 0    年 月

□契約団体　□活動従事者　□登録利用者
□自由来館者　□移送サービス利用者登録番号 被保険者被保険者の

保険加入状況

天気

い
さ
だ
く
入
記
ご
に
か
ら
ち
ど
の
金
険
保
る
す
当
該

対人賠償の場合は、利用者状況を
ご記入ください。また、個別援助計画
書、介護記録等をご提出ください。 その他 既往症など：

https://srm
-net.co.jp）

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を

※

介護度： 障害区分：
認知症：有・無

事故報告書（兼）証明書記入例

賠償責任保険金の場合 事故発生日より30日以内にご提出ください。!

25
京都市右京区右京区■■町000 くもり

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市右京区■■町000
600 0000

ヘルパー活動中、利用者宅の居間でつまずき転倒し、ふすまに穴を
あけてしまいました。

ヘルパーステーションアイ

ヘルパーステーション愛

ヘルパーステーション愛 代表取締役　介護　刷蔵

ユメミル　コト

夢見瑠 コト

ふすま
福祉建具店

一部破損

075 822 0000

075 822 0000

075 000 9876

075 123 0000

5 7 水 2

S18

00

00●●45

4

25 5 10

2 27 82

30

事故の日時・発生場所をご記入ください。

できるだけ詳しく事故の状況をご記入ください。

加入証に記載されている番号をご記入ください。

賠償保険金の場合は【被保険者】は賠償事故の加害者をご記入く
ださい。

ご加入団体の代表者が事故証明者となります。
※必ず押印ください。

賠償事故の被害者の項目及び対人・対物のあてはまる項目をご
記入ください。

賠償保険金の場合は記入しないでください。
※傷害保険金がある場合は別々に事故報告書（兼）証明書が必要です。

傷害見舞金の場合 事故発生日より30日以内にご提出ください。!

25
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000 晴れ

京都市上京区●●●町00-00-00
600 0000

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市中京区▲▲通▲▲下ル▲▲町000
600 0000

デイサービスの職員が、利用者の介助をしている時にバランスを崩し転倒。
転倒した際、床に左手をついてしまい手首を捻挫した。

ミツイ　 ハナコ

三井　花子

デイサービスセンターＳ センター長　真心 和居戸

左手首

▲▲▲病院

075 422 0000

075 822 0000

075 ▲▲▲ 1234

4 2 水 9

0023●●

25 4 5

S52

5

11 12 47

30

事故の日時・発生場所をご記入ください。

できるだけ詳しく事故の状況をご記入ください。

加入証に記載されている番号をご記入ください。

傷害保険金の場合は【被保険者】は傷害事故の受傷者をご記入く
ださい。

傷害保険金の受傷者の負傷項目・受診医療機関項目をご記入く
ださい。

ご加入団体の代表者が事故証明者となります。
※必ず押印ください。

傷害保険金の場合は記入しないでください。
※賠償保険金がある場合は別々に事故報告書（兼）証明書が必要です。

38



「まごころワイド」事故報告書（兼）証明書
時
故
事

先
絡
連 代理店･扱者（ ）

TEL:075-255-0883
FAX:075-255-0882三井住友海上火災保険株式会社　御中

事故日時
事故発生場所

状 況

警察への届出
事故状況

被 保 険 者
■傷害事故
　　　の受傷者
■賠償事故
　　　の加害者

年　 月 日（　　曜日）２０ □午前 /□午後　　 　時　　 　分頃
住所

□無し　□有り（ 警察署）

□施設内　□訪問先　□職務遂行中　□給食及び配食中　□移送中
□サービス利用中 □その他（

（できるだけ詳しくご記入ください）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

住所

法人名／
団体名

電話

代表者
氏名

〒 － （ ）

印事故証明者
契約者

20 　　年　　月　　日　上記事故は事実に相違ありません。

）

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位
及び形態

治療費 治療見込日数

受診
医療機関

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

被害者

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療費 治療見込日数

受診
医療
機関

被害物

修理
業者

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

話
電 （ ）

対

人

対
物

被害程度 被害物の
購入年月 2 0    年 月

□契約団体　□活動従事者　□登録利用者
□自由来館者　□移送サービス利用者登録番号 被保険者被保険者の

保険加入状況

天気

い
さ
だ
く
入
記
ご
に
か
ら
ち
ど
の
金
険
保
る
す
当
該

対人賠償の場合は、利用者状況を
ご記入ください。また、個別援助計画
書、介護記録等をご提出ください。 その他 既往症など：

https://srm
-net.co.jp）

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を

※

介護度： 障害区分：
認知症：有・無

「まごころワイド」事故報告書（兼）証明書
時
故
事

先
絡
連 代理店･扱者（ ）

TEL:075-255-0883
FAX:075-255-0882三井住友海上火災保険株式会社　御中

事故日時
事故発生場所

状 況

警察への届出
事故状況

被 保 険 者
■傷害事故
　　　の受傷者
■賠償事故
　　　の加害者

年　 月 日（　　曜日）２０ □午前 /□午後　　 　時　　 　分頃
住所

□無し　□有り（ 警察署）

□施設内　□訪問先　□職務遂行中　□給食及び配食中　□移送中
□サービス利用中 □その他（

（できるだけ詳しくご記入ください）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

住所

法人名／
団体名

電話

代表者
氏名

〒 － （ ）

印事故証明者
契約者

20 　　年　　月　　日　上記事故は事実に相違ありません。

）

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位
及び形態

治療費 治療見込日数

受診
医療機関

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

被害者

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療費 治療見込日数

受診
医療
機関

被害物

修理
業者

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

話
電 （ ）

対

人

対
物

被害程度 被害物の
購入年月 2 0    年 月

□契約団体　□活動従事者　□登録利用者
□自由来館者　□移送サービス利用者登録番号 被保険者被保険者の

保険加入状況

天気

い
さ
だ
く
入
記
ご
に
か
ら
ち
ど
の
金
険
保
る
す
当
該

対人賠償の場合は、利用者状況を
ご記入ください。また、個別援助計画
書、介護記録等をご提出ください。 その他 既往症など：

https://srm
-net.co.jp）

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を

※

介護度： 障害区分：
認知症：有・無

事故報告書（兼）証明書記入例

賠償責任保険金の場合 事故発生日より30日以内にご提出ください。!

25
京都市右京区右京区■■町000 くもり

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市右京区■■町000
600 0000

ヘルパー活動中、利用者宅の居間でつまずき転倒し、ふすまに穴を
あけてしまいました。

ヘルパーステーションアイ

ヘルパーステーション愛

ヘルパーステーション愛 代表取締役　介護　刷蔵

ユメミル　コト

夢見瑠 コト

ふすま
福祉建具店

一部破損

075 822 0000

075 822 0000

075 000 9876

075 123 0000

5 7 水 2

S18

00

00●●45

4

25 5 10

2 27 82

30

介
護
介
護
介
護
介
護
介
護
介
護
介
護印
介
護印
介
護
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護印
介
護
介
護印印印印印印印印印印

事故の日時・発生場所をご記入ください。

できるだけ詳しく事故の状況をご記入ください。

加入証に記載されている番号をご記入ください。

賠償保険金の場合は【被保険者】は賠償事故の加害者をご記入く
ださい。

ご加入団体の代表者が事故証明者となります。
※必ず押印ください。

賠償事故の被害者の項目及び対人・対物のあてはまる項目をご
記入ください。

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
害
傷

負傷部位部位部
及び形及び形及び 態

治療治療治 費療費療 治療見込日数

受診
医療機医療機医療 関

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

賠償保険金の場合は記入しないでください。
※傷害保険金がある場合は別々に事故報告書（兼）証明書が必要です。

傷害見舞金の場合 事故発生日より30日以内にご提出ください。!

25
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000 晴れ

京都市上京区●●●町00-00-00
600 0000

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町000
600 0000

京都市中京区▲▲通▲▲下ル▲▲町000
600 0000

デイサービスの職員が、利用者の介助をしている時にバランスを崩し転倒。
転倒した際、床に左手をついてしまい手首を捻挫した。

ミツイ　 ハナコ

三井　花子

デイサービスセンターＳ センター長　真心 和居戸

左手首

▲▲▲病院

075 422 0000

075 822 0000

075 ▲▲▲ 1234

4 2 水 9

0023●●

25 4 5

S52

5

11 12 47

30

真
心
真
心
真
心
真
心
真
心印
真
心印
真
心
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心印
真
心
真
心印印印印印印印

事故の日時・発生場所をご記入ください。

できるだけ詳しく事故の状況をご記入ください。

加入証に記載されている番号をご記入ください。

傷害保険金の場合は【被保険者】は傷害事故の受傷者をご記入く
ださい。

傷害保険金の受傷者の負傷項目・受診医療機関項目をご記入く
ださい。

ご加入団体の代表者が事故証明者となります。
※必ず押印ください。

名
氏

別
性

日
月
年
生

所
住

話
電

フリガナ

〒 －

□男性
□女性 年　 月 日（　　才）

（ ）

被害被害被 者害者害

□健保 □国保 □労災 □自費 □その他 □通院 日 / □入院　 日

金
険
保
償
賠 負傷

部位
及び
形態

治療治療治 費療費療 治療見込日数

受診
医療医療医
機関

被害被害被 物害物害

修理修理修
業者業者業

□打撲 □キリキズ □スリキズ □断裂 □捻挫 □脱臼
□骨折（単純）□骨折（複雑）□火傷 □その他（ ）

称
名

称
名

話
電

所
住〒 －

（ ）

話
電 （ ）

対

人

対
物

被害程度 被害物の
購入年月 2 0    年 月

傷害保険金の場合は記入しないでください。
※賠償保険金がある場合は別々に事故報告書（兼）証明書が必要です。
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まごころワイド＜申込書作成＞をクリックしてください。1

いつでも簡単に加入申込票の
作成ができます！

https://srm.moushikomi.jp
▼パソコンの方はこちら ▼スマホの方は右の二次元

バーコードから

インターネットで加入申込票を作成することによって、必要事項を手書きで記入する手間が 省けます。また保険料試算もすることができるため、保険料の計算間違えもありません。

ネットで 簡単加入申込票作成！ネットで 簡単加入申込票作成！

まごころワイド ご加入方法の
ページの＜申込書類の作成＞を
クリックしてください。

工スアールエムの「まごころワイ ド」のTOP画面にアクセスします

ここにチェック！

ここをクリック！

いずれかをクリック！
ここをクリック！

2 京都市以外・京都市内のいずれ
かをクリックしてください。

3

申込内容フォームにすべての情
報を入力してください。

4 入力完了後にチェックボックス
にチェックをいれて送信をクリッ
クして下さい。

5

送信完了画面が表示されました
らお客様のメールアドレスに入力
した通りのPDF が送信されます。

6
保険料が自動的に
加算されます。

ご加入内容をご確認いただき、お手続きを完了ください。
①加入申込票を印刷し、法人印または個人印を押印ください。
②保険料を振込、加入申込票に保険料のお支払い控えを必ず
貼付しご提出ください。

130

11960

4月

ここをクリック！

加入申込票記入例 この参考例は一年間加入の場合です

福祉事業者総合補償制度

「まごころワイド」加入申込票 兼 明細書 申込日 20　　年　　月　　日

【ご注意】 加入申込票には事実を正確にご回答（記入）ください。施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、医師賠
償責任保険、請負業者賠償責任保険、約定履行費用保険、レジャー・サービス施設費用保険において、※印の項目は危険に関する重要な事項で
す。ご回答内容が事実と相違する場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答（記入）ください。
普通傷害保険において、※印の項目はご加入に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）であり、ご回答内容が事実と相違す
る場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答（記入）ください。

申
込
人

フ リ ガ ナ 保険契約の重要な事項に関する説
明書類を受け取るとともに、申込
内容が意向に沿ったものであるこ
とを確認し、個人情報の取扱いに
同意のうえ加入を申し込みます。
また、普通傷害保険の「ご加入内容
確認事項」について確認しました。

法人名／団体名 

代 表 者 役職 氏名

事 務 担 当 者 役職 氏名

住 所（加入証の
送付先 ）

〒
様方

Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ
E -ma i l ●ご記入いただいた連絡先に保険

に関するご案内、情報提供などを
させていただく場合があります。

加
入
事
業
所

申込区分
チェック □ してください

□ 新規　 □ 更新　 □ 追加 登録番号
必ずご記入ください。

フ リ ガ ナ

事業所名

事 業 名

保険対象施設住所
〒

保 険 期 間 ２０　　年　    月　    日  ～  ２０２６ 年  ４ 月  １ 日

印

●
明
細
の
み
に
使
用
す
る
場
合
は
こ
ち
ら
の
欄
の
記
入
は
省
略
可
能
で
す

加入月係数表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
12
12

11
12

10
12

9
12

8
12

7
12

6
12

5
12

4
12

3
12

2
12

1
12

①エスアールエム提出用

ここに振替払込受付証明書（お客さま用）、または

お支払いの控えを貼付してください。

貼付できない場合は下記にご記入ください。

□ 他の申込票に貼付しているため

□ 郵便振替を利用しないため

払込予定　　　　月　　　日

払込金額　　　　　　　　円

（合算で払込される場合は合算の金額）

引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社

取扱代理店　株式会社エスアールエム
〒604-8151　京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227 第 12 長谷ビル 6F-A
TEL:075-255-0883 ／ FAX:075-255-0882

社会福祉法人　京都府社会福祉協議会
〒604-0874　京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 ハートピア京都 5F
TEL:075-252-6294 ／ FAX:075-252-6310

社会福祉法人　京都市社会福祉協議会
〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1「ひと・まち交流館京都」3F
TEL:075-354-8735 ／ FAX:075-354-8738

下記項目につきましては、ご参考までにお聞かせください。よろしくお願い致します

■ 事業で使用している施設または事務所の形態

　　□ 所有　　□ 賃貸　　□ 指定管理　　□ その他（　　　　　　　　　　　　）

■ 事業所で所有されている自動車の台数　（　　　　　台）

■ 事業所の従業員の人数　　 （　　　　　名）

　　（常勤　　　名・非常勤　　　名）　／　ボランティア（　　　　　名）

■ 新規に開設する予定の事業がある

　　□ はい（　　　月頃　　　　　　　　　　　　事業）　　　□ いいえ

▼賠償責任補償制度 10円未満を四捨五入

プ　ラ　ン 専有延床面積　1㎡未満切捨て 料　率 加入月係数 保険料

PLAN
Ⅰ-A

通所型施設 専有延床面積 ㎡ × 92円 × /12 0円
入所型施設 専有延床面積 ㎡ × 65円 × /12 0円

PLAN
Ⅰ-Aオプション①

医療行為
賠償責任補償制度

対象施設数 加入月保険料 保険料

施設 × 円 0円
PLAN

Ⅰ-Aオプション②
請負
賠償責任補償制度

年間請負金額
× 1.52円

加入月係数 保険料

千円 × /12 0円
PLAN

Ⅰ-Aオプション③
緊急
対応費用補償制度

PLANⅠ-A保険料
× 0.1円

保険料

円 0円
PLAN
Ⅰ-B

派遣型福祉サービス
事業者

1日の平均利用者数 事業者の年間活動日数
× 11円

保険料

× 日 0円
PLAN
Ⅰ-C 配食サービス事業

1日の平均配食数 事業者の年間活動日数
× 3円

保険料

食 × 日 0円
PLAN
Ⅰ-D

福祉用具の販売・
レンタル業

年間売上高
×2.25円

加入月係数 保険料

千円 × /12 0円

▼傷害見舞金補償制度 10円未満を四捨五入

PLAN
Ⅱ-A
活動従事者

事業区分 専有延床面積　1㎡未満切捨て 料　率 加入月係数 保険料

福祉施設（通所型
入所型） 専有延床面積 ㎡ × 48円 × /12 0円

事業区分 1日の平均活動従事者数 事業者の年間活動日数 料　率 保険料

派遣型事業 人 × 日 × 24円 0円
PLAN

Ⅱ-Aオプション①
傷害見舞金
上乗せ補償制度

対象者数（役職員数） 料　率 加入月係数 保険料

人 ×1,200円 × /12 0円
PLAN

Ⅱ-Aオプション② 感染症補償制度
対象者数（役職員数） 料　率 加入月係数 保険料

人 × 640円 × /12 0円

PLAN
Ⅱ-B
登録利用者

事業区分 登録利用者数 料　率 加入月係数 保険料

通所型施設／派遣型事業 人 × 240円 × /12 0円
入所型施設 人 × 720円 × /12 0円

PLAN
Ⅱ-C
施設来館者

敷地内建物の延床面積 加入月保険料 ＊加入月保険料がそのまま保険料となります

～1,000 ㎡ 円
1,001 ㎡～2,000 ㎡ 円

PLAN
Ⅱ-D
車両搭乗中

車両登録番号　必ずご記入ください 車両の法定乗車定員数 1人あたりの加入月保険料 1台あたりの保険料

人 × 円 円
人 × 円 円
人 × 円 円
人 × 円 円

合計保険料 円

＜※他の保険契約等・保険金請求歴＞ この保険契約で保険金のお支払対象となる損害を補償する他の保険契約等がある。 
（ 「あり」のときは下欄に記入。記入がない場合は「なし」となります。）

保険会社 保険種類 保険金額・支払限度額 過去３年間における事故
　あり　 ➡「あり」の場合　　　　　  回

「中途加入の場合の加入月係数 ＆ 加入月保険料 早見表」　が2枚目（お客様控え）にあります

受付日 ２０　    年         月         日 受付社協 社会福祉協議会
（担当者 ）

320

320

10

10

60

29,44

15,36

12,00

6,40

14,40

8,000
4,000
5,000

94,600

1,000
1,000
1,000

8
4
5

京都 800　さ　1234
京都 500　み　4321
京都 50  　ら　1234

12

12

12

12

12

25　  3      1

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227

△△△△

4         125

3
10

355

7 デイサービス

シャカイフクシホウジン　エスアールエムカイ

社会福祉法人 えすあーるえむ会
理事 江須有　太郎
主事 真心　花子

604-8151

075-255-0881 075-255-0882

マゴコロワイド　デイサービスセンター

まごころワイド デイサービスセンター
通所介護
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まごころワイド＜申込書作成＞をクリックしてください。1

いつでも簡単に加入申込票の
作成ができます！

https://srm.moushikomi.jp
▼パソコンの方はこちら ▼スマホの方は右の二次元

バーコードから

インターネットで加入申込票を作成することによって、必要事項を手書きで記入する手間が 省けます。また保険料試算もすることができるため、保険料の計算間違えもありません。

ネットで 簡単加入申込票作成！ネットで 簡単加入申込票作成！

まごころワイド ご加入方法の
ページの＜申込書類の作成＞を
クリックしてください。

工スアールエムの「まごころワイ ド」のTOP画面にアクセスします

ここにチェック！

ここをクリック！

いずれかをクリック！
ここをクリック！

2 京都市以外・京都市内のいずれ
かをクリックしてください。

3

申込内容フォームにすべての情
報を入力してください。

4 入力完了後にチェックボックス
にチェックをいれて送信をクリッ
クして下さい。

5

送信完了画面が表示されました
らお客様のメールアドレスに入力
した通りのPDF が送信されます。

6
保険料が自動的に
加算されます。

ご加入内容をご確認いただき、お手続きを完了ください。
①加入申込票を印刷し、法人印または個人印を押印ください。
②保険料を振込、加入申込票に保険料のお支払い控えを必ず
貼付しご提出ください。

130

11960

4月

ここをクリック！

加入申込票記入例 この参考例は一年間加入の場合です

福祉事業者総合補償制度

「まごころワイド」加入申込票 兼 明細書 申込日 20　　年　　月　　日

【ご注意】 加入申込票には事実を正確にご回答（記入）ください。施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、医師賠
償責任保険、請負業者賠償責任保険、約定履行費用保険、レジャー・サービス施設費用保険において、※印の項目は危険に関する重要な事項で
す。ご回答内容が事実と相違する場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答（記入）ください。
普通傷害保険において、※印の項目はご加入に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）であり、ご回答内容が事実と相違す
る場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答（記入）ください。

申
込
人

フ リ ガ ナ 保険契約の重要な事項に関する説
明書類を受け取るとともに、申込
内容が意向に沿ったものであるこ
とを確認し、個人情報の取扱いに
同意のうえ加入を申し込みます。
また、普通傷害保険の「ご加入内容
確認事項」について確認しました。

法人名／団体名 

代 表 者 役職 氏名

事 務 担 当 者 役職 氏名

住 所（加入証の
送付先 ）

〒
様方

Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ
E -ma i l ●ご記入いただいた連絡先に保険

に関するご案内、情報提供などを
させていただく場合があります。

加
入
事
業
所

申込区分
チェック □ してください

□ 新規　 □ 更新　 □ 追加 登録番号
必ずご記入ください。

フ リ ガ ナ

事業所名

事 業 名

保険対象施設住所
〒

保 険 期 間 ２０　　年　    月　    日  ～  ２０２６ 年  ４ 月  １ 日

印

●
明
細
の
み
に
使
用
す
る
場
合
は
こ
ち
ら
の
欄
の
記
入
は
省
略
可
能
で
す

加入月係数表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
12
12

11
12

10
12

9
12

8
12

7
12

6
12

5
12

4
12

3
12

2
12

1
12

①エスアールエム提出用

ここに振替払込受付証明書（お客さま用）、または

お支払いの控えを貼付してください。

貼付できない場合は下記にご記入ください。

□ 他の申込票に貼付しているため

□ 郵便振替を利用しないため

払込予定　　　　月　　　日

払込金額　　　　　　　　円

（合算で払込される場合は合算の金額）

引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社

取扱代理店　株式会社エスアールエム
〒604-8151　京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227 第 12 長谷ビル 6F-A
TEL:075-255-0883 ／ FAX:075-255-0882

社会福祉法人　京都府社会福祉協議会
〒604-0874　京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 ハートピア京都 5F
TEL:075-252-6294 ／ FAX:075-252-6310

社会福祉法人　京都市社会福祉協議会
〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1「ひと・まち交流館京都」3F
TEL:075-354-8735 ／ FAX:075-354-8738

下記項目につきましては、ご参考までにお聞かせください。よろしくお願い致します

■ 事業で使用している施設または事務所の形態

　　□ 所有　　□ 賃貸　　□ 指定管理　　□ その他（　　　　　　　　　　　　）

■ 事業所で所有されている自動車の台数　（　　　　　台）

■ 事業所の従業員の人数　　 （　　　　　名）

　　（常勤　　　名・非常勤　　　名）　／　ボランティア（　　　　　名）

■ 新規に開設する予定の事業がある

　　□ はい（　　　月頃　　　　　　　　　　　　事業）　　　□ いいえ

▼賠償責任補償制度 10円未満を四捨五入

プ　ラ　ン 専有延床面積　1㎡未満切捨て 料　率 加入月係数 保険料

PLAN
Ⅰ-A

通所型施設 専有延床面積 ㎡ × 92円 × /12 0円
入所型施設 専有延床面積 ㎡ × 65円 × /12 0円

PLAN
Ⅰ-Aオプション①

医療行為
賠償責任補償制度

対象施設数 加入月保険料 保険料

施設 × 円 0円
PLAN

Ⅰ-Aオプション②
請負
賠償責任補償制度

年間請負金額
× 1.52円

加入月係数 保険料

千円 × /12 0円
PLAN

Ⅰ-Aオプション③
緊急
対応費用補償制度

PLANⅠ-A保険料
× 0.1円

保険料

円 0円
PLAN
Ⅰ-B

派遣型福祉サービス
事業者

1日の平均利用者数 事業者の年間活動日数
× 11円

保険料

× 日 0円
PLAN
Ⅰ-C 配食サービス事業

1日の平均配食数 事業者の年間活動日数
× 3円

保険料

食 × 日 0円
PLAN
Ⅰ-D

福祉用具の販売・
レンタル業

年間売上高
×2.25円

加入月係数 保険料

千円 × /12 0円

▼傷害見舞金補償制度 10円未満を四捨五入

PLAN
Ⅱ-A
活動従事者

事業区分 専有延床面積　1㎡未満切捨て 料　率 加入月係数 保険料

福祉施設（通所型
入所型） 専有延床面積 ㎡ × 48円 × /12 0円

事業区分 1日の平均活動従事者数 事業者の年間活動日数 料　率 保険料

派遣型事業 人 × 日 × 24円 0円
PLAN

Ⅱ-Aオプション①
傷害見舞金
上乗せ補償制度

対象者数（役職員数） 料　率 加入月係数 保険料

人 ×1,200円 × /12 0円
PLAN

Ⅱ-Aオプション② 感染症補償制度
対象者数（役職員数） 料　率 加入月係数 保険料

人 × 640円 × /12 0円

PLAN
Ⅱ-B
登録利用者

事業区分 登録利用者数 料　率 加入月係数 保険料

通所型施設／派遣型事業 人 × 240円 × /12 0円
入所型施設 人 × 720円 × /12 0円

PLAN
Ⅱ-C
施設来館者

敷地内建物の延床面積 加入月保険料 ＊加入月保険料がそのまま保険料となります

～1,000 ㎡ 円
1,001 ㎡～2,000 ㎡ 円

PLAN
Ⅱ-D
車両搭乗中

車両登録番号　必ずご記入ください 車両の法定乗車定員数 1人あたりの加入月保険料 1台あたりの保険料

人 × 円 円
人 × 円 円
人 × 円 円
人 × 円 円

合計保険料 円

＜※他の保険契約等・保険金請求歴＞ この保険契約で保険金のお支払対象となる損害を補償する他の保険契約等がある。 
（ 「あり」のときは下欄に記入。記入がない場合は「なし」となります。）

保険会社 保険種類 保険金額・支払限度額 過去３年間における事故
　あり　 ➡「あり」の場合　　　　　  回

「中途加入の場合の加入月係数 ＆ 加入月保険料 早見表」　が2枚目（お客様控え）にあります

受付日 ２０　    年         月         日 受付社協 社会福祉協議会
（担当者 ）

320

320

10

10

60

29,44

15,36

12,00

6,40

14,40

8,000
4,000
5,000

94,600

1,000
1,000
1,000

8
4
5

京都 800　さ　1234
京都 500　み　4321
京都 50  　ら　1234

12

12

12

12

12

25　  3      1

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227

△△△△

4         125

3
10

355

7 デイサービス

シャカイフクシホウジン　エスアールエムカイ

社会福祉法人 えすあーるえむ会
理事 江須有　太郎
主事 真心　花子

604-8151

075-255-0881 075-255-0882

マゴコロワイド　デイサービスセンター

まごころワイド デイサービスセンター
通所介護
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福祉関連の保険ラインアップ

『福祉の保険 スマイル』ホームページ

お問合わせ

加入申込票の作成はこちら https://srm.moushikomi.jp/

福祉事業者総合補償制度

2025年度

まごころワイド

福祉の保険 スマイル

社会福祉法人 京都府社会福祉協議会　社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル6F-A
福祉の保険係ダイヤルイン ▶ TEL 075-255-0883（平日9：00～18：00）
TEL（代表） 075-255-0881 ／ FAX 075-255-0882
https://srm-net.co.jp　E-mail ▶ hoken@srm-net.co.jp

〒600-8090 京都府京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266（三井住友海上京都ビル7F）
TEL 075-343-6141 ／ FAX 075-343-6189　https://www.ms-ins.com

三井住友海上火災保険株式会社 京都支店 金融法人営業課

A24-200393　　承認年月：2025年1月

代理店･扱者

引受保険会社

詳細は
パンフレットまたは
ホームページを
ご覧ください。

ボランティア保険 福祉行事保険
保険料250円からの安心保険 安心して福祉行事を

行っていただくために…

パンフレット・加入申込票の印刷・作成

https://srm.moushikomi.jp/
⬅スマートフォンの方は
　こちらから！

介護・福祉事業を取り巻く様々なリスクに対して
保険という分野でサポートする総合補償制度です。

株式会社 エスアールエム
三井住友海上火災保険株式会社

代理店・扱者

引受保険会社

のご案内
（ボランティア活動保険）

ボランティア保険とは…
① ボランティア活動中の事故によりボランティア本人が死亡もしくはケガをした。
② ボランティアの方々が、ボランティア活動中に他人に対して損害を与えた
　 ことにより、損害賠償問題が生じた。

上記①、②の場合を補償する保険です。

｜ボランティア活動の原則｜
自主性・自発性1 社会性・公共性2 無償性・非営利性3 先駆性・開拓性4

対象となるボランティア活動 ……………… 1ページ
ボランティア保険の概要…………………… 2ページ
補償内容・保険料 …………………………… 3ページ
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合…… 4～7ページ

重要事項のご説明 ……………………8～10ページ
ご加入方法 ……………………………11・12ページ
事故発生時の手続…………………… 14～16ページ
ネットで加入申込票作成のご案内 ……17・18ページ

保険期間

社会福祉法人 京都府社会福祉協議会／京都市社会福祉協議会
加入申込票、事故報告書（兼）証明書の作成はこちら https://srm.moushikomi.jp/

2021年度より京都府・京都市で共通のパンフレットになりました

2025年4月1日0時から
2026年3月31日24時までの1年間
※中途加入の方：加入手続完了日の翌日0時から2026年3月31日24時まで

INDEX

2025年度

のご案内
国内において、福祉活動やボランティア活動などを目的として、または、
市民活動の一環として、非営利の団体が主催する行事参加中に

の２つの補償がセットになった保険です。
行事参加者個人が損害賠償責任を負った場合は補償の対象外となります。

❶行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の傷害補償
❷行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に損害を与え、
　行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合の賠償責任補償

INDEX
補償内容………………………………………… P.1・2
保険料 …………………………………………… P.3
保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額・
保険金をお支払いしない主な場合 …………P.4～7

事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等･
注意事項･ご加入内容確認事項 …………… P.8～10
重要事項のご説明 ……………………… P.11～15
事故が起こった場合の手続 ………………… P.16
ご加入方法 …………………………………P.17・18

特約期間
社会福祉法人 京都府社会福祉協議会／京都市社会福祉協議会

加入申込票、事故報告書（兼）証明書の作成はこちら https://srm.moushikomi.jp/

2021年度より京都府・京都市で共通のパンフレットになりました

2025年4月1日0時から2026年3月31日24時

この保険は、社会福祉法人京都府社会福祉協議会、社会福祉法人京都市社会福祉協議会が保険契約者となり、
京都府社会福祉協議会、京都市社会福祉協議会およびそれぞれの会員団体や登録されたボランティア・市民活
動団体が主催する年間行事を一括手配する包括契約です。したがって、登録団体が主催する行事はすべて対象
となります。また、団体行事の一部のみを対象とすることはできません。

福祉行事保険とは…

2025年度


